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重要事項説明書  
 

（令和 7年 ４月 １日現在）                                                                               

 

1 事業の目的 

 高齢者が要介護状態の予防と可能な限り居宅において自立した日常生活を営み続ける

ために、利用者の選択に基づいて必要な介護サービス等が適切に利用できるよう支援す

ることを目的とします。 

 

2 運営の方針 

 （1）利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、

適切なサービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮いた

します。 

 （2）介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供に当たっては、利用者の意思及

び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サ

ービス等が特定の種類及び特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏ることの

ないよう、公正中立に行います。 

 （3）事業の運営に当たっては、福島市、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、

指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービ

スを含めた地域における様々な取り組みとの連携に努めます。 

 （4）利用者の個人情報の取り扱いに関しては、適正かつ適切な取り扱いに努力するとと

もに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、関係法

令及び厚生労働省のガイドラインを尊守し、個人情報の保護に努めます。 

 

3 事業所の名称及び所在地 

事 業 所 名 福島市北信西地域包括支援センター 

所 在 地 福島市本内字西河原 5-76 

電 話 番 号 ０２４－５５２－５５４４ 

ファックス番号 ０２４－５５２－１７８０ 

担 当 地 域 北信支所管内（本内・丸子・鎌田・北矢野目・南矢野目） 

事業所番号 ０７００１０００７６ 
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4 事業所の職員体制 

職 名 常 勤 非常勤 
兼務 

の別 
業務内容 

管理者 兼 社会福祉士 兼 

 地域支え合い推進員 
１名 

 
有 

業務管理、総合相談、権利擁

護、生活支援推進事業 

主任介護支援専門員 兼 

    地域支え合い推進員 
１名 

 
有 

包括的・継続的ケアマネジメン

ト、生活支援推進事業 

認知症地域支援推進員兼 

 地域支え合い推進員 
1名 

 
有 

認知症総合支援事業、生活支援

推進事業 

保健師 兼 

 地域支え合い推進員 
１名 

 
有 

介護予防ケアマネジメント、生活

支援推進事業 

介護支援専門員  １名 無 介護予防支援事業給付 

 

5 営業日及び営業時間  

営 業 日 月曜日から土曜日  午前 8時 30分～午後 5時 30分 

休 業 日 日曜日 及び 年末・年始（12月 30日から 1月 2日） 

 

6 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供方法及び内容 

（1）実施方法 

① 保健師等の専門職員が利用者のお宅を訪問し、利用者及びそのご家族に面接した

上で、もっとも適切なサービスの組み合わせについて検討いたします。 

② 介護予防サービス等の担当者で構成するサービス担当者会議の開催又は担当者

への照会等により、専門的な意見を取り入れた介護予防サービス・支援計画を作成し、

利用者及びご家族の同意を得た上で、利用者及び介護予防サービス事業者等に交付

します。 

③ 介護予防サービス等開始後は、介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握に

努め、利用者及びそのご家族、介護予防サービス事業者等と継続的に連絡調整を行

い、必要に応じて介護予防サービス・支援計画の変更、介護予防サービス事業者等と

の連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

 

7 利用料金 

（１）利用料 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについては、原則として利用者の自己負

担はありません。 
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※ 保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合は、1 ヶ月

につき 4,420円（ただし、サービス提供を開始した月のみ 3,000円と、業務委託をする

初回月のみ 3,000円を加えます。）をいただき、当事業所からサービス提供証明書を

発行いたします。このサービス提供証明書を後日福島市介護保険課の窓口に提出し

ますと、全額払い戻しが受けられます。 

（２）交通費 

  無料です。 

（３）解約料 

  利用者はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。 

（４）料金の支払い方法 

料金が発生する場合は、月ごとの清算とし、毎月、１０日までに前月分の請求をいたし

ますので、１０日以内にお支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行いた

します。 

 

8 サービスの終了について 

（１）利用者のご都合でサービスを終了する場合 

   文書でお申し出くだされば、いつでも解約いたします。 

（２）当事業所の都合でサービスを終了する場合 

 やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございますが、

その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知するとともに、他の地域包括支援センター

をご紹介いたします。 

（３）自動終了 

   以下の場合は、自動的にサービスを終了いたします。 

  ・利用者の要介護認定区分が要介護１以上と認定された場合 

  ・利用者が死亡した場合 

（４）その他 

利用者やご家族などが当事業所や当事業所の担当職員に対して、本契約を継続し難

いほどの背信行為(カスタマーハラスメントを含む)を行った場合は、文書で通知すること

により、即座にサービスを終了させていただく場合がございますので、あらかじめご了承

ください。 

 

9 サービス内容に関する苦情受付 

（１） 当事業所のお客様の相談・苦情窓口 

担   当   者 中村 由美 

電  話 ０２４－５５２－５５４４ 

ファックス番号 ０２４－５５２－１７８０ 

受 付 日 月曜日から金曜日 

受 付 時 間 8時 30分から 17時 30分 
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（２）苦情受付体制 

 氏  名 （所  属） 電  話 

苦情解決責任者 
山家 弘幹 

（ハッピー愛ランド施設長） 
０２４-５５２-２４６６ 

第 三 者 委 員 
阿部 正美 

（社会保険労務士） 
０２４‐５９３-１４８１ 

第 三 者 委 員 
中村 ミネ 

 （福島市民生委員） 
０２４‐５５３-１２０９ 

（３）行政その他の苦情受付機関 

機 関 名 電 話 住 所 

福島市役所介護保険課 ５２５－６５８７ 五老内町３－１ 

福島県社会福祉協議会運営適正化委員会 ５２３－２９４３ 渡利字七社宮１１１ 

福島県国民健康保険団体連合会 ５２８－００４０ 中町３－７ 

 

10 個人情報の保護及び情報の開示 

 個人情報については、個人情報保護推進委員を設置し、組織的な安全体制の整備に努

めるとともに、職員への意識啓発と教育を行います。 

 情報開示申請が行われた場合については、「個人情報にかかる開示申請等に関する規

則」に基づき対応いたします。 

 

 （1）個人情報相談窓口 

個人情報統括責任者 土田 美幸 （ 法人本部事務局 総務部長 ） 

担  当  者 中村 由美 

電    話 ０２４－５５２－５５４４ 

フ ァ ッ ク ス 番 号 ０２４－５５２－１７８０ 

受  付  日 月曜日から金曜日 

受 付 時 間 ９時００分から１７時００分 

 

11 虐待防止に対する対応 

（１） 虐待防止のための指針を整備し、当該指針のもと、担当者を配置のうえ、事業

所内で虐待防止委員会をおおむね３か月に１回開催し、虐待を防止するための

様々な検討・協議を行うとともに、介護支援専門員等向けの研修を年１回実施

する等、利用者に対する虐待の未然防止に努める。 

（２） 管理者及び職員は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供にあたって、

利用者が、職員又は利用者、家族等の擁護者、介護予防サービス等の担当者など

から虐待を受けたと思われるときは、すみやかに市町村へ通報するものとする。 
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12 事故発生時の対応 

  サービスの提供中に事故が発生した場合は、利用者に対し応急措置、医療機関への

搬送等の措置を講じ、速やかに福島市、ご家族等に連絡を行います。 

  また、事故発生状況及び事故に際してとった処置について記録するとともに、その原因

を解明し、再発防止のための対策を講じます。 

 

13 業務継続計画の策定等 

   感染症や非常災害の発生時に利用者に対して、サービスを継続的に提供行う、早期

に提供再開できるようにするための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、非常

時においても安定的にサービスを提供するために必要な措置を講じます。 

 

14 業務の委託について 

利用者とご相談の上、介護予防サービス・支援計画の作成等の業務を、居宅介護支

援事業所に委託する場合は、次のような取扱いとなります。 

（１） 委託を受けた事業所（以下「受託事業所」といいます。）は、当事業所と利用者との間

で交わした介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント契約の内容に従い、業務を遂

行しますが、介護予防サービス・支援計画の内容及び達成評価の確認等を通じ、適切に

業務を遂行できるよう連携を図ります。 

（２）介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務が適切に遂行されるよう、本事業所

が福島市や関係機関より入手した利用者の情報は必要な範囲内で受託事業所に提供

させていただきます。 

（３）業務委託が終了する場合または、受託事業所が変更する場合には、あらかじめ、利

用者にご連絡を差し上げ、業務が滞らないよう対応いたします。 

（４）受託事業所が、都合により業務を遂行できなくなった場合には、当事業所が業務を引

き継いで遂行いたします。 

 

15 法人の概要 

事 業 所 社会福祉法人北信福祉会 

代 表 者 名 理事長 上西 和子 

所 在 地 福島市南矢野目字才ノ後 6-2 

電 話 番 号 ０２４－５７３－０８０９ 

ファックス番号 ０２４－５５３－７７６０ 
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令和  年  月  日 

 

 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供開始にあたり、利用者に対して契約

書および本書面に基づいて重要な事項を説明しました。 

 

事業所 

  住 所 福島市本内字西河原 5-76 

  名 称 福島市北信西地域包括支援センター 

 

説明者氏名     ㊞ 

 

 私は、本書面により、事業者からの介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについ

ての重要事項の説明を受け、サービスの提供開始に同意いたします。 

 

利用者 

  住 所 

  氏 名      ㊞ 

 

ご家族 

  住 所 

  氏 名      ㊞ 

                  （続柄：             ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


